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松ヶ崎だより ５月号 

夢に向かってかがやく 笑顔あふれる学校 
～つながりの中で 自信・意欲・笑顔があふれる子ども～ 

学校教育目標 

４月１８日（金）に創立記念行事として、かつての正門であった南門からの

登校を実施しました。本年度の創立記念行事もお天気に恵まれ、心地よい気候

の中で行うことができました。明治期の創立より１５２周年となります。歴史

ある松ヶ崎校の伝統を受け継ぐ在校生のこの一年の活躍に期待しています。 

学校運営協議会理事の皆様、地域の皆様、保護者の皆様、朝早くから多数の見

守りありがとうございました。 

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=108201
http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=108201


３年生が法の山に登りまし

た。当日は天候に恵まれ、市内

の様子をよく見ることができま

した。宝が池公園ではネイチャ

ービンゴという自然に親しむゲ

ームに取り組みました。 

  元気な３年生の皆が自然の

中でのびのびと遊ぶ姿が印象

的でした。 

今年度初めての参観・懇談会を行いました。たくさん

のご参加をいただき、ありがとうございました。子どもた

ちはお家の方に見られて少し緊張した様子でしたが、頑

張る姿を見ていただく良い機会となりました。 

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 登録のお手続きのご協力ありがとうございました。本年度も主にスマー

トフォンアプリ「すぐーる」を用いたお便り配信にて連絡をします。アン

ケート形式で回答を求める配信もありますので、ご協力のほどよろしくお

願いいたします。 

＜５月は憲法月間です＞ 
昭和２２年５月３日に日本国憲法が施行されたことにともない、国においては５月１

日から７日までを憲法週間、京都市では５月を憲法月間と定めています。 

憲法の基本理念のひとつに、「基本的人権の尊重」があり、戦後、人権尊重の精神は広

く市民の間に浸透しましたが、まだまだ解決しなければならない人権課題がたくさんあ

ります。 

松ヶ崎小学校も一人一人が大切にされ、教職員と子ども、子ども同士の中で温かい人

間関係を築き、いじめや仲間はずれのない学級・学年・学校づくりに努めていきたいと

思っています。 

憲法月間の今、ご家庭におかれましても、身近な人権について考え、話し合う時間を

とっていただければと願っています。 

３年法の山登山 

参観・懇談会 



５月６月行事 お知らせとお願い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

１年生を迎える会 5/１６(金) ９：３５～ 

６８名の新入生が松ヶ崎小学校の仲間入りをしました。５月１６日（金）に「１年

生を迎える会」を実施します。新しい出会いに感謝し、新入生の仲間入りを全校

でお祝いしたいと思います。 

5月 口座引き落とし日 

5月１２日（月）が今年度初めの口座引き落とし

日となっています。6月以降、毎月 10日（土日の場

合は翌営業日）が口座引き落とし日となりますので

ご承知ください。 

町別児童会 

5月１３日（火）５・６時間目に町別児

童会を行います。当日は５時間目に町別

で集まって話し合い、６時間目に集団下

校をします。集団下校は１４：２５ごろから

開始となります。 

休日参観・引き渡し訓練 
６月７日（土）は休日参観です。授業参観

は 2時間目・3時間目です。 

４時間目には引き渡し訓練を行います。詳

しくは別紙の案内でご確認ください。６月９

日（月）は代休日となります。 

６年修学旅行 
５月２９日（木）～３０日（金）の二日

間、６年生が名古屋・半田方面への修学

旅行に出かけます。それに伴って、６年生

は２８日（水）と６月２日（月）を午前中

授業とします。 

１年５年保護者 給食試食会 
５月２９日（木）に給食試食会を行いま

す。対象は１年生と５年生保護者となります。 

物資の関係で４５名までと上限がありま

すので、お知りおきください。１年生と５年生

保護者対象に４月２５日（金）にすぐーる配

信した文書を確認いただき、参加される方

は添付のアンケートからお申込みください。 

「就学援助」及び「総合育成支援教

育就学奨励費」制度のお知らせ 
京都市では、お子さんが市立小・中学校へ

就学するにあたり、経済的な理由によりお困り

の保護者に対し、学用品費や給食費などを援

助する就学援助制度を設けています。 

※ 新１年生で入学前に申込みをされた方

は、再度申し込む必要はありません。 

※ 様々なご事情により家計が急変する等、

経済的な理由でお困りの場合は、収入状況の

悪化がわかるものをご提出いただくこと等に

より認定できる場合がある臨時措置を設けて

います。まずは、学校にご相談ください。 

また、育成学級に在籍しているお子さんの

ご家庭や、普通学級に在籍し、総合支援学校

に通う程度の障害があるお子さんのご家庭に

対し、学用品費等の一部を補助する総合育成

支援教育就学奨励費制度も設けています。 

申込みの手続きやご相談・ご質問がある方

は学校までお申し出ください。 



 

 

日 曜 予   定 保健行事 ＰＴＡ・地域等 

1 木 家庭訪問３（希望制）ＡＭ授業 全学年耳鼻科検診  

2 金 家庭訪問４（希望制）ＡＭ授業   

3 土 憲法記念日    

4 日 みどりの日    

5 月 こどもの日    

6 火 振替休日   

7 水 避難訓練（火災） 視力検査なＲ  

8 木  内科検診３年４年  

9 金 ともだちの日 視力検査５年６年  

10 土    

11 日    

12 月 朝会 委員会 視力検査３年４年  

13 火 町別集会 集団下校 視力検査１年２年欠席者  

14 水  眼科検診 全学年  

15 木  ５年６年内科検診  

16 金 １年生を迎える会   

17 土    

18 日    

19 月 クラブ活動   

20 火    

21 水  １年心臓検診  

22 木    

23 金 全学年５時間授業 完全下校   

24 土    

25 日    

26 月 クラブ活動   

27 火 ４～６年新体力テスト   

28 水 新体力テスト予備日   

29 木 ６年修学旅行（愛知方面）１年５年保護者給食試食会   

30 金 ６年修学旅行（愛知方面）   

31 土    

６月 

予定 

２日（月）朝会  ３日（火）研修会のため全学年５時間授業 

４日（水）たてわり活動  ７日（土）休日参観 引き渡し訓練  ９日（月）代休日 

１０日（火）なかよしルーム なかよしになろうね会  １１日（水）水慣れ開始 

１６日（月）委員会  １８日（水）水遊び・水泳学習開始  ２７日（金）全学年５時間授業 完全下校 

５月 行事予定 


